
正しく守っていますか？

屋外広告物のルール

① 許可申請

屋外広告物を表示しようとする場合は、
原則許可が必要です。
忘れずに申請手続きを行ってください。

② 許可期間の更新と変更届

許可期限を過ぎている場合や広告物に
変更がある場合は手続きが必要です。

③ 建築確認

④ 不燃材料の使用

高さが４ｍを超える広告物は建築基準法
に基づく建築確認を受ける必要がありま
す。

防火地域にある広告物で、建築物の屋
上に設置されるもの又は高さ３ｍを超え
るものは、その主要部分を不燃材料で
造る必要があります。

R8.2版

屋外広告物を表示するためには守らなければならない
ルールがあります。
今一度チェックをお願いします。



秋田県建設部都市計画課

秋田県秋田市山王四丁目1-1

TEL:018-860-2441

FAX:018-860-3845

E-mail:Toshikeikakuka@pref.akita.lg.jp

表示場所 申請窓口 住所 電話番号

・鹿角市
・小坂町

鹿角地域振興局
建設部用地課

〒018-5201
鹿角市花輪字六月田1

0186-23-2302

・大館市
・北秋田市
・上小阿仁村

北秋田地域振興局
建設部用地課

〒018-3393
北秋田市鷹巣字東中岱76-1

0186-62-3113

・能代市
・藤里町
・八峰町
・三種町

山本地域振興局
建設部用地課

〒016-0815
能代市御指南町1-10

0185-52-6102

・男鹿市
・潟上市
・五城目町
・八郎潟町
・井川町
・大潟村

秋田地域振興局
建設部用地課

〒010-0951
秋田市山王四丁目1-2

018-860-3452

・由利本荘市
・にかほ市

由利地域振興局
建設部用地課

〒015-8515
由利本荘市水林366

0184-22-5437

・大仙市
・仙北市
・美郷町

仙北地域振興局
建設部用地課

〒014-0062
大仙市大曲上栄町13-62

0187-63-3116

・湯沢市
・羽後町
・東成瀬村

雄勝地域振興局
建設部用地課

〒012-0857
湯沢市千石町二丁目1-10

0183-73-6165

申請・相談窓口

※秋田市および横手市については、各市役所へお問い合わせください。

・秋田市都市整備部都市計画課 TEL 018-888-5764

・横手市建設部都市計画課 TEL 0182-32-2408

※GoogleスライドのAIにより生成しました。
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